
任意の供述聴取に係る苦情申立制度の導入について 

 

平成２７年１２月２５日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，本日，行政調査手続の標準的な実施手順や留意事項等を示した「独占

禁止法審査手続に関する指針」（平成２７年１２月２５日公正取引委員会決定）（以下「指針」

という。）を作成し，公表しました。これに併せて，公正取引委員会の行政調査手続のうち

任意の供述聴取について，より一層の適正性の確保を図る観点から，苦情申立制度を導入す

ることとしました。公正取引委員会は，今後，聴取対象者等から任意の供述聴取に係る苦情

の申立てがなされた場合，以下により，適切に対応することとします。 

（参考）独占禁止法審査手続に関する指針 

 http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/dec/151225_1.html 
 

１ 本制度の対象となる苦情 

  本制度は，任意の供述聴取において指針「第２ ２ 供述聴取」に反する審査官等（独

占禁止法第４７条第２項の規定により指定された審査官その他の独占禁止法違反被疑事

件の調査に関する事務に従事する職員をいう。以下同じ。）の言動等があったとする苦情

（次の⑴ないし⑷のいずれかに該当するもの）を対象とします。 

⑴ 供述聴取時の手続・説明事項に関するもの 

  （例）供述聴取開始までに任意である旨の説明がされなかった。 

⑵ 威迫・強要など審査官等の言動に関するもの 

（例）違反事実を認めるまで部屋から出さないと言われ，強引に供述を迫られた。 

（例）審査官等が期待する供述を行う代償として利益を供与することを示唆された。 

⑶ 聴取時間・休憩時間に関するもの 

（例）同意なく一日につき８時間（休憩時間を除く。）を超える聴取が続けられ，帰り

たいと申し出ても帰してもらえなかった。 

⑷ 供述調書の作成・署名押印時の手続に関するもの 

（例）署名押印をする前に，審査官等による調書の読み聞かせが行われず，閲読もさせ

てもらえなかった。 

（例）調書の訂正を申し立てたが，訂正が行われず，審査官等から訂正しない理由に

ついて何ら説明なく訂正しないまま，署名しろと言われた。 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房総務課 

        電話 ０３－３５８１－３５７４（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp 
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２ 苦情申立ての方法 

 ⑴ 苦情申立てを行うことができる期間は，供述聴取が行われた日（以下「聴取日」とい

う。）から一週間です。 

   ただし，聴取日から一週間以内に，当該審査官等を指揮・監督する審査長等に対して

苦情を申し入れており，その後に本制度に基づく苦情申立てを行うときは，当該期間経

過後であっても行うことができます。 

 ⑵ 苦情申立ては，次のアないしオに掲げる項目を記載した書面（以下「申立書」という。）

により行ってください。なお，申立書に資料を添付する場合には，添付する資料の標題

及び数を当該申立書に記載してください。 

  ア 苦情申立ての年月日 

イ 申立人の氏名・住所（法人又は団体の場合は，主たる事業所の所在地及び名称。）

及び連絡先 

ウ 苦情申立ての原因となった供述聴取が行われた日時・場所，聴取を受けた者の氏名 

エ 当該供述聴取の担当審査官等の氏名・所属 

オ 当該苦情申立ての内容が該当する前記１⑴ないし⑷の項目及び当該項目に係る具

体的事実 

  当該苦情申立てが前記１⑴ないし⑷のどの項目に該当するかについて明らかにし

てください。また，当該審査官等がどのような行為を行ったのかについて，できるだ

け具体的に記載してください。 

 ⑶ 苦情申立ては，聴取を受けた者に限られず，当該者の所属する事業者及び事業者団体

並びにその代理人も行うことができます。 

⑷ 申立書の提出は，持参，郵送又はＦＡＸにより以下を宛先として行ってください。 

なお，申立書の提出がＦＡＸによる場合は，送信の事前又は事後に以下の電話番号に，

送付する又はした旨の連絡を行ってください。 

 

   宛先：〒100-8987 東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

公正取引委員会事務総局官房総務課  

   ＦＡＸ番号：０３－３５８１－１９６３ 

電話番号：０３－３５８１－５４７１（内線２３５１） 

 

３ 苦情申立てへの対応 

⑴ 本制度の対象となる苦情の申立てを受け付ける窓口を官房総務課に設置します。 

⑵ 官房総務課は，申し立てられた苦情について速やかに必要な調査を行い，調査結果等

について公正取引委員会に報告します。 

⑶ 公正取引委員会は，当該調査結果等を踏まえ，当該苦情申立てに係る供述聴取におい

て指針「第２ ２ 供述聴取」に反する審査官等の言動等があったと認められるときは，

必要な措置を講じます。 
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４ 申立人に対する通知 

  公正取引委員会は，申立人に対し，当該苦情申立ての処理結果について，書面により遅

滞なく通知することとします。 

 

５ 苦情申立ての処理結果の公表 

  苦情申立ての処理については，年度ごとに，類型的にまとめて件数等を公表します。 

 

６ その他 

  本制度は，平成２８年１月４日以降に行われた任意の供述聴取が対象となります。 
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